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令和元年度

決算報告
決算とは、皆さんに納めていただいた税金などが、どのような事業に使われたのかを取りまとめたものです。
令和元年度の決算や財政指標から、本市の財政状況をお知らせします。
� 問合先　財政課財政担当

【用語解説】
市税　市民税、固定資産税などの税収入 
国県支出金 　特定の事業のために国・県から支出され
るお金 
地方交付税　財政状況に応じて国から交付されるお金
市債 　大きな事業を行うために市が借り入れるお金 
地方消費税交付金　県の地方消費税収入の中から市に
交付されるお金
繰入金 　他会計や基金から繰り入れるお金 

国県支出金　国庫支出金が社会資本整備総合交付金(都市
計画道路整備事業)などの増により5億6576万円(18.2%)
増額、県支出金が子どものための教育・保育給付交付金
などの増により2億1721万円(17.0%)の増額
地方特例交付金　子ども・子育て支援臨時交付金や個人
住民税減収補填特例交付金などの増により1億828万円
(219.9%)の増額

※　前年度比　8億635万円、3.8%の増※　前年度比　9億7507万円、4.4%の増

民生費　障害者自立支援給付等事業や介護保険特別会計
繰出金などの増により4億4225万円(5.1%)の増額
総務費　庁舎空調更新事業や財政調整基金積立金などの
増により7093万円(2.3%)の増額
土木費　都市計画道路整備事業や橋りょう・道路維持管理
事業(繰越明許費分)などの増により5億7428万円(24.1%)
の増額

一般会計

市税
100億6501万円

(43.8%)

歳入
229億
8960万円

国県支出金
51億6002万円

(22.5％)
地方交付税
16億1341万円(7.0％)

市債
15億9064万円
(6.9％)

繰入金
10億5263万円
(4.6％)
地方消費税交付金
11億3185万円
(4.9%)

その他
23億7604万円(10.3％)

歳出
219億
3547万円

民生費
90億7290万円

(41.4％)

総務費
32億1332万円

(14.6％)
土木費
29億6162万円(13.5％)

教育費
20億5640万円
(9.4％)

公債費
15億1941万円
(6.9％)

衛生費
13億594万円
(5.9％)

その他
18億588万円
(8.3％)

民生費　子ども、高齢者、障害者などの福祉全般の事務・
事業に使うお金
総務費　住民窓口、課税徴収、ICT化など市の総括的な
事務に使うお金
土木費　道路、公園整備などに使うお金
教育費　学校運営の費用、生涯学習、スポーツなど教
育全般の事務・事業に使うお金
公債費　市債を返済するために使うお金
衛生費　保健衛生、公害対策など安全で衛生的な生活
のために使うお金

9 Tsurugashima　2020.10

会計名 歳入 歳出

国民健康保険 68億9032万円 67億4914万円

後期高齢者医療 7億7676万円 7億7446万円

介護保険 42億7020万円 39億9234万円

一本松
土地区画整理事業 1億9716万円 1億7084万円

若葉駅西口
土地区画整理事業 3億5590万円 3億3494万円

組合名 負担金

坂戸、鶴ヶ島下水道組合※1 4億6546万円

坂戸地区衛生組合※2 4378万円

埼玉西部環境保全組合※3 7億1479万円

坂戸・鶴ヶ島消防組合※4 9億7747万円

広域静苑組合※5 2523万円

坂戸、鶴ヶ島水道企業団※6 120万円
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HPはこちら

一部事務組合とは、複数の市町村で事務の一部を共同処
理するために設置された団体です。
市が構成している一部事務組合は、6組合あります。
各組合への負担金は、下記のとおりです。

【共同処理をする事務】
※1　下水道、し尿処理　　　※4　消防・救急
※2　し尿処理　　　　　　　※5　火葬場
※3　ごみ処理　　　　　　　※6　上水道

一部事務組合負担金 特別会計

特別会計は、一般会計とは別に、特定の事業を行うため
に条例などによって設置されるものです。
市が設置している特別会計は、5会計あります。
各特別会計の決算額は、下記のとおりです。
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令和元年度　決算報告

市の借金（市債）
道路や公共施設などを整備する財源の不足を補てんするた
めに、国や金融機関などから借り入れたお金です。平成30
年度と比べて市債残高は約1億円の増額となりました。

市の貯金（積立基金）
都市施設整備基金の取崩しを行ったため、平成30年度と比
べて積立基金残高は約1億1500万円の減額となりました。

収入は、地方交付税や
地方特例交付金などの
増額により、増加しま
した。また支出は、物
件費や扶助費などの増
額により増加しました。
支出の増加が収入の増
加を上回ったことから、
平成30年度と比べて
0.6ポイント悪化しま
した。

収入に対して、必ず行う支出の割合
を示した比率。数値が低いほど財政
運営に弾力性があります。

財政規模に対する毎年負担すべき負
債の比率。数値が低いほど借金の返
済以外で使えるお金が多くなります。

財政力の強さ。数値が大きいほど余
裕があり、1を超えると国から普通交
付税が交付されません。

財政規模に対する将来負担すべき負
債の比率。数値が低いほど将来の財
政を圧迫する可能性が低くなります。

公債費（借金返済のお
金）の交付税算入額が
増加したことから、平
成30年度と比べて0.5
ポイント改善しました。
なお18%以上になると
新たに借金をする際に、
国や県の許可が必要に
なります。

標準的な行政サービス
を提供するためのお金
を、どの程度市税など
の収入で賄えるかを示
します。
この値が高いほど財源
に余裕があります。
平成30年度と同じ数
値となりました。

一部事務組合の借金な
ども含めて、将来の財
政を圧迫する可能性を
示します。
令和元年度は、現在確
定している将来負担に
対し、基金などの算定
上、充てられる財源の
方が多かったため、算
定されませんでした。

経常収支比率（自由に使えるお金があるか）

市債と積立基金（一般会計）

実質公債費比率（借金の返済に苦しんでいないか）

財政力指数（自前の収入で賄えるか）

将来負担比率（将来の世代にツケを先延ばしていないか）
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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症　相談からPCR検査まで

相談・受診の目安　　以下のいずれかに該当する場合には、すぐに相談してください。
①息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある場合
②重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状のある場合
　 ※　高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPDほか)などの基礎疾患のある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や 

抗がん剤などを用いている方、妊婦の方
③上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が4日以上続く場合

海外渡航歴および濃厚接触がある方の相談窓口
■帰国者・接触者相談センター（坂戸保健所）　☎283・7815　5284・2268
総合的な相談窓口(24時間対応)
■埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター　☎0570・783・770　5048・830・4808
■外国人向け相談ホットライン（埼玉県国際交流協会）　☎048・711・3025

検査機関

陽性が判明し
た方には坂戸
保健所の指示
にしたがって
いただきます

PCR検査相談・受診
電話で確認のうえ受診

鶴ヶ島市・坂戸市医療機関
(かかりつけ医)
診療・治療

医師が必要性を判断しPCR検査セン
ターを予約・紹介します

検体採取
紹介状のある方のみ

坂戸鶴ヶ島医師会
PCR検査センター
(ドライブスルー方式)

マスクを着用し、自動車で
受診していただきます

新型コロナウイルス感染症の感染者の早期発見と早期療養
につなげ、感染拡大の防止を図るため、検査で発生する保
険診療の自己負担相当額を助成します。
■対象者
⑴坂戸鶴ヶ島医師会内の医療機関の紹介により、坂戸鶴ヶ
島医師会PCR検査センターで検査を受けた方
⑵市外の地域外来・検査センターおよび同様の機能を有す
る医療機関で検査を受けた方
⑶帰国者・接触者外来で検査を受けた方
※　いずれも検査当日時点で市内に住民登録がある方
■助成額　
PCR検査・抗原検査で発生する保険診療の自己負担相当額　　
※　上限3000円/回（1人2回までを限度）
対象となる費用
⑴初診料または再診料
⑵検体採取料
⑶院内トリアージの実施料
■実施期間　10月1日（木）から
■申請方法
PCR検査または抗原検査後60日以内に申請
してください（4月1日から9月30日までに検
査した方も対象）。詳しくは市のホームペー
ジをご覧ください。

PCR検査・抗原検査費用を助成します

問合先　保健センター☎271・2745
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方で新
型コロナウイルス感染症に感染した方などが、療養のため
に仕事を休んだ期間に対して傷病手当金を支給していま
す。広報6月号でお知らせした適用期間を次のとおり延長
しました。
■適用期間
令和2年1月1日から「9月30日まで」を「12月31日まで」
に延長（入院が継続する場合は、最長1年6か月まで）
■支給要件
⑴新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱な
どの症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑わ
れ、その療養のため仕事を休んだ方
⑵勤務先から給与などの支払いを受けている方で、療養の
ため仕事を休んだ期間の給与などが支給されない方
※　給与収入の全部または一部の支払いを受けている方に
は、給与の支払いを受けている間は、傷病手当金を支給で
きません。また、その給与収入が、傷病手当金より少ない
ときは、差額を支給します
■申請方法
申請を希望する場合は、上記問合先に事前に電話でお問い
合わせください。申請には、医師の証明書（医療機関を受
診した場合のみ）や事業主の証明書が必要となります。

傷病手当金の適用期間の延長について

問合先　保険年金課国民健康保険担当、高齢者医療担当

HPはこちら


